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狂
犬
病
予
防
法
で
は
、
犬
の
飼

い
主
は
、「
飼
い
犬
を
登
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
や
「
狂

犬
病
の
予
防
注
射
を
年
に
一
回
受

け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ

と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
予
防
注
射
を
受
け
て
い
な

い
場
合
は
、
動
物
病
院
な
ど
で
受

け
さ
せ
、獣
医
師
が
発
行
す
る「
狂

犬
病
予
防
注
射
済
証
」
を
市
環
境

課
窓
口
に
持
参
し
、「
狂
犬
病
予

防
注
射
済
票
」
の
交
付
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
持
ち
物
　
狂
犬
病
予
防
注
射
済

証
、
飼
い
犬
の
注
射
済
票
交
付
申

請
書
（
※
）

※
市
に
登
録
を
届
け
出
て
い
る
犬

の
飼
い
主
へ
、
ハ
ガ
キ
で
発
送
し

て
い
ま
す
。

■
費
用　
１
頭
に
つ
き
５
５
０
円

（
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
手
数
料
）

※
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
で
市

に
登
録
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、

新
規
登
録
料
３
、０
０
０
円
が
別

途
必
要
で
す
。

■
そ
の
他
　
す
で
に
、
予
防
注
射

を
受
け
て
い
て
、
届
け
出
て
い
な

い
場
合
も
、
同
様
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
課
環
境
衛
生
班

　

（
93
）
４
９
４
５

問い合わせ先
●印旛健康福祉センター　
　成田支所
　 （26）７２３１
●県動物愛護センター
　 （93）５７１１

申
し
込
み
か
ら
検
査
ま
で

①
医
療
機
関
で
人
間
ド
ッ
ク
な
ど

の
予
約
を
し
ま
す
。

⇒

②
予
約
後
、
国
保
年
金
課
で
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
時
の
持
ち
物

○
保
険
証

○
印
鑑

※
申
請
書
は
国
保
年
金
課
窓
口
に

備
え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。⇒

③
後
日
、
市
か
ら
「
承
認
書
」
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
承
認
書
・
保

険
証
な
ど
を
持
参
し
受
検
し
ま
す
。

⇒

④
契
約
医
療
機
関
の
場
合
は
、
助

成
額
を
差
し
引
い
た
費
用
を
医
療

機
関
に
支
払
い
ま
す
。

　
契
約
医
療
機
関
以
外
の
場
合
は
、

費
用
の
全
額
を
支
払
い
、
後
日
、

次
の
も
の
を
持
参
し
て
、
国
保
年

金
課
の
窓
口
で
助
成
金
の
請
求
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
金
請
求
時
の
持
ち
物

○
保
険
証　
○
印
鑑　
○
承
認
書

○
領
収
証　
○
助
成
金
請
求
書

○
受
検
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口

　
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

※
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
人
は
、

次
の
書
類
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○
検
査
結
果
の
写
し　

○
質
問
票

■
対
象

　
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
人

▼
国
民
健
康
保
険
の
人

○
申
請
時
に
市
内
に
住
所
を
有
し
、

　
市
国
民
健
康
保
険
に
１
年
以
上

　
継
続
し
て
加
入
し
て
い
る
人

○
受
検
日
時
点
で
40
歳
以
上
の
人

○
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
世
帯
に
属
す
る
人

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
人

○
申
請
時
に
市
内
に
住
所
を
有
し
、

　
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
１

　
年
以
上
継
続
し
て
加
入
し
て
い

　
る
人
（
国
民
健
康
保
険
の
加
入

　
期
間
と
通
算
し
ま
す
。）

○
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
世
帯
に
属
す
る
人

※
健
診
項
目
が
重
複
す
る
た
め
、

人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
る
人

は
、
特
定
健
康
診
査
ま
た
は
後
期

高
齢
者
健
康
診
査
の
受
診
は
で
き

ま
せ
ん
。
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
か

健
康
診
査
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
な

り
ま
す
。

※
脳
ド
ッ
ク
の
助
成
は
２
か
年
連
続

し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
助
成
金
額

　
検
査
費
用
の
２
分
の
１

　
（
限
度
額
２
万
円
）

※
市
の
予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成

■
そ
の
他

○
医
療
機
関
へ
の
予
約
は
、
個
人

　
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
検
査
料
や
検
査
項
目
な
ど
は
、

　
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

　
す
の
で
、
直
接
問
い
合
わ
せ
て

　
く
だ
さ
い
。

○
検
査
日
の
変
更
や
キ
ャ
ン
セ
ル

　
を
す
る
場
合
は
、
必
ず
国
保
年

　
金
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

●
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は

　
国
保
年
金
課
国
保
班
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●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は

　
国
保
年
金
課

　
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

（
93
）
４
０
８
５

　
「
65
歳
に
な
る
と
自
動
的
に
年

金
が
支
給
さ
れ
る
」
と
思
っ
て
い

ま
せ
ん
か
。
本
人
か
ら
の
請
求
が

な
い
と
、
年
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
65
歳
に
な
っ
た
ら
、
年
金
請

求
書
の
提
出
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
希
望
に
よ
り
60
歳
か
ら

受
給
す
る
「
繰
り
上
げ
請
求
」
や
、

66
歳
以
降
に
受
給
を
開
始
す
る

「
繰
り
下
げ
請
求
」
も
で
き
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
こ
の
ほ
か
に
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
受
給
す
る
に

は
、
い
ず
れ
も
請
求
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　
必
要
書
類
や
届
出
先
な
ど
、
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
幕
張
年
金
事
務
所

　

０
４
３
（
２
１
２
）
８
６
２
１

　

過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ

た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
で
、
将
来
の
年
金
額
を
増

や
せ
る
「
後
納
制
度
」
が
、
平
成

27
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
30
年

９
月
ま
で
の
３
年
間
限
り
の
特
例

と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
な
ど
は
、
後
納
制
度

の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
年
金
保
険
料

　
　
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

　

０
５
７
０
（
０
１
１
）
０
５
０

国
民
年
金
保
険
料

過
去
５
年
の
後
納
制
度

国
民
年
金

65
歳
に
な
っ
た
ら
請
求
を

狂
犬
病
予
防
注
射
は

お
済
み
で
す
か
？

犬や猫などに

関する相談は

　
市
で
は
、
毎
月
１
回
、
社
会
保

険
労
務
士
に
よ
る
年
金
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、

申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

　
今
月
は
次
の
と
お
り
行
い
ま
す

の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
日
時　
10
月
20
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
正
午
／

　
　
　
　
午
後
１
時
～
３
時

■
場
所　
市
役
所
分
庁
舎
１
階

　
　
　
　
会
議
室

問
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
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「
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
」の

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

市
国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
を
対
象
に

　
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
の
疾
病
の
早

期
発
見
や
早
期
治
療
に
よ
る
健
康
増
進
を
図
る
た
め
、
人
間
ド
ッ

ク
と
脳
ド
ッ
ク
検
査
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

■
10
月
１
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
で
、

汚
れ
た
水
（
ト
イ
レ
や
台
所
な
ど
か

ら
の
排
水
）
を
き
れ
い
に
し
て
放
流

す
る
、
生
活
排
水
処
理
設
備
で
す
。

　
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
怠
る
と

浄
化
さ
れ
な
い
汚
水
が
側
溝
や
排

水
路
を
通
り
、
川
な
ど
を
汚
染
す

る
原
因
に
な
り
ま
す
。

　
大
切
な
生
活
環
境
を
守
る
た
め
、

浄
化
槽
の
保
守
点
検
、
清
掃
、
定

期
検
査
を
行
い
、
浄
化
槽
の
適
正

な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
課
環
境
衛
生
班
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■
10
月
は
印
旛
沼
浄
化
推
進
運
動
月
間

　
印
旛
沼
は
飲
料
水
な
ど
の
水
源

と
し
て
、
ま
た
、
内
水
面
漁
業
場

と
観
光
資
源
と
し
て
、
私
た
ち
の

貴
重
な
財
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
印
旛
沼
の
水
質
浄
化
の
た
め
、

次
の
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

家
庭
で
で
き
る
浄
化
対
策

○
流
し
で
は
ろ
紙
袋
な
ど
を
使
用
す
る

○
食
器
・
鍋
な
ど
の
油
は
、
布
で

　
拭
き
取
っ
て
か
ら
洗
う

○
米
の
と
ぎ
汁
は
、
植
木
に
ま
い

　
た
り
、
無
洗
米
を
使
用
す
る

○
洗
車
は
バ
ケ
ツ
を
使
用
し
、
洗

　
剤
は
控
え
め
に
す
る

○
せ
っ
け
ん
・
洗
剤
は
使
い
す
ぎ
な
い

○
沈
殿
槽
の
設
置
、
側
溝
の
清
掃

　
を
心
掛
け
る

○
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処

　
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
、
窒
素
ま

　
た
は
リ
ン
除
去
能
力
を
有
す
る

　
高
度
処
理
型
合
併
処
理
浄
化
槽

　
の
設
置
を
心
掛
け
る

問
環
境
課
環
境
保
全
班
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衛
生
的
で
安
全
な
飲
み
水
は
、

生
活
の
た
め
に
欠
く
事
の
で
き
な

い
も
の
で
す
。

　
飲
み
水
と
し
て
井
戸
水
を
利
用

さ
れ
て
い
る
人
は
次
の
内
容
に
注

意
し
て
、
衛
生
的
な
管
理
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

○
コ
ッ
プ
に
水
を
採
っ
て
、
色
・

　
濁
り
・
に
お
い
な
ど
に
異
常
が

　
な
い
か
、
点
検
し
ま
し
ょ
う

○
井
戸
や
貯
水
タ
ン
ク
の
周
り
の

　
点
検
、
清
掃
を
行
い
、
清
潔
に

　
保
ち
ま
し
ょ
う

○
飲
み
水
が
飲
用
に
適
す
る
か
ど

　
う
か
年
１
回
水
質
検
査
を
受
け

　
ま
し
ょ
う

水
質
検
査
に
つ
い
て

　
水
質
検
査
は
、
水
道
法
に
基
づ

く
大
臣
登
録
検
査
機
関
や
建
築
物

衛
生
法
に
基
づ
く
知
事
の
登
録
水

質
検
査
機
関
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
環
境
課
環
境
保
全
班
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■契約医療機関
医療機関名 所在地 電話番号 人間ドック 脳ドック

日吉台病院 富里市日吉台１ー６－２ （92）０００１ ○ ―
聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台2ー36－２ ０４３（４８６）０００６ ○ ○
髙根病院 芝山町岩山２３０８ ０４７９（77）１１３３ ○ ○
成田赤十字病院 成田市飯田町 90 ー１ （22）２３１１ ○ ○
亀田総合病院附属
幕張クリニック 千葉市美浜区中瀬１－３ ０４３（２９６）２３２１ ○ ○

成田富里徳洲会病院 富里市日吉台１ー１－１ （85）５３１３ ○ ○

年
金
相
談

井
戸
水
の
衛
生
管
理

環
境
に
つ
い
て
考
え
よ
う


